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第1章　総　　　則 

 

1.　この要領は、ニセコ町水道事業条例、同施行規程に基づき、ニセコ町における給水

装置の設計及び施工等について、工事の適正を図るために必要な事項を定めることを目

的とする。 

2.　給水装置工事の設計及び施工は、寒冷地向きの条件を具備し、かつ、その維持管理

に支障のないものでなければならない。 

3.　この要領に定めた事項を遵守しない設計内容で施工を行った場合や、町との事前協

議・申請手続きを怠って施工をした場合は、ニセコ町指定給水装置工事店の登録抹消

の対象とする。 

4.　この要領に明示していないφ75㎜以上の給水管の設計及び施工要領については、

「日本水道協会水道工事標準仕様書」に準ずるものとする。 

5.　その他、この要領に明示していない事項については、ニセコ町水道事業管理者（以

下「管理者」という。)の決定するところによるものとする。 

 


